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Ⅰ．令和3年度保険料率について
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 令和3年3月分（4月納付分）から保険料率が改定となりました

令和2年度
令和3年2月分（3月納付分）まで

令和3年度
令和3年3月分（4月納付分）から

健康保険料率 9.77％ 9.74％

介護保険料率 1.79％ 1.80％

-0.03％

+0.01％

 保険料率の改定にあたりましては、健康保険法第160条第7項の規定に基づき、評議会の意見を添えたうえで、支部長の
意見を本部（理事長あて）に提出することとなっており、令和3年1月19日に下記のとおり提出を行っております

当支部の令和3年度保険料率を、令和2年度保険料率の9.77％から0.03％ポイント引き下げ、9.74％とすることについて妥当と考えます。
協会けんぽの財政構造は、医療費の伸びが賃金の伸びを上回る赤字構造が依然として解消されておりません。加えて2025 年問題等による
高齢者医療への拠出金の更なる増大が予想される中、理事長のご発言にあった通り、やはり中長期的な視点で安定的な財政運営を見通せ
る事が重要であると考えます。
そのような状況の中、令和3年度の平均保険料率を10%に据え置くと判断され、結果として岩手支部保険料率が前年度比マイナス0.03%の

9.74%に引き下げとなる事について、当職として異論はございません。しかし、一方では平均保険料率10％を上回る支部が半数近くある現状、
運営委員会、支部評議会において平均保険料率を引き下げるべきという意見があることにも留意する必要があると考えます。
また、法定準備金が積み上がっている状況の中、コロナ禍で苦境にあえぐ事業主、加入者への協会けんぽの財政問題に係る説明は、今後
ますます重要となってくるものと考えます。
医療費は各都道府県の医療提供体制、高齢化の進展、医療の高度化等によって大きく左右され、支部、加入者、事業主の自助努力のみで
は如何ともし難い部分があります。公的医療保険制度が相互扶助の上に成り立っていることを踏まえ、支部間の保険料率格差に上限を設ける
ことについての検討、拠出金負担を含めた公的医療保険制度の見直しや国庫補助率16.4％の中長期的な堅持、または20％への引き上げ等、
安定した医療保険制度を将来に渡り維持していくために、関係各方面への意見発信をより強く行っていただく事を要望いたします。
また、当支部評議会において、コロナ禍で先行きが不透明で事業主も賃上げが難しい中、協会けんぽに対し安定的かつ適正な事業運営の
継続を求める意見もあり、当職といたしましては、第4期アクションプランをしっかりと締めくくるべく、各KPIの達成に向けた取組みを進めるととも
に、第5期保険者機能強化アクションプランに基づき、本部との連携も強化しながら更なる保健事業の推進、医療費適正化に係る取組みを強
化し、加入者の利益実現に向けて支部運営を行っていく所存です。

支部長意見の内容



Ⅰ．令和3年度保険料率について（続き）
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保険料率改定に係る広報について

令和3年度保険料率改定に係る広報については、本部において全国一律にWEB広報及び納入告知書同封チラシによる広報等を実施して
おります。支部においては、保険料率及び保険料率設定の仕組みを周知し、協会けんぽの財政状況を伝えるとともに、保険料率の上昇を抑制
するため、特に加入者・事業主の皆様に取り組んでいいただきたい事項を示し、保険料率並びに各取り組みの認知の向上と理解につなげること
を目的とした広報を実施いたしました

広報のメインターゲット

保険料率の動向は、事業所の経営に影響を与え、特にコロナ禍における企業の業績悪化及び雇用不安の状況を勘案すると、事業主や加
入者の皆様に対し、これまで以上に丁寧な説明を行う必要があります。また健診や特定保健指導、コラボヘルスを進めていくには事業主様の協
力が必要不可欠であることから、広報のメインターゲットを事業主様としました

広報の実施状況（主なもの）

岩手支部 本部

• 令和3年3月29日（月）岩手日報朝刊に広告記事掲載
（全3段）

• 2月分納入告知書同封チラシにより全支部共通の広報を実施
• 日本経済新聞に広告記事を掲載（全15段）

• 岩手県商工会議所連合会、岩手県商工会連合会、岩手県中
小企業団体中央会の広報誌等に記事掲載（令和3年3月）

• WEBによる広報

 新聞広告イメージ（全3段） ※記載内容は東京支部のもの
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Ⅱ．令和3年度広報事業について
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 令和3年度は、下記を主な広報テーマとし、各広報媒体を活用した広報事業を展開する予定です

①協会の概要・財政状況 ②申請手続き ③医療費適正化への取組 ④健康づくり

 また、加入者に身近な健康保険委員の皆様にご協力いただく広報も重要であることから、積極的に健康保険委員の委嘱
拡大に向けた取り組みを強化するとともに、健康保険委員活動の活性化を図るための研修や広報誌「ハピネス」を通じた
情報提供を行っていきます

参考） 岩手支部の広報媒体

広報媒体 対象者 実施時期 主な内容

納入告知書同封チラシ 事業主・加入者
2月を除く毎月
（2月は保険料額表

等を送付）

県内全事業所に発行しているため、協会の概要・財政状況等
の情報をタイムリーに掲載

ハピネス 健康保険委員 偶数月
申請手続きや医療費適正化への取り組み等、健康保険委員
向けに分かりやすく掲載

社会保険いわて 事業主・加入者 奇数月 健康保険の事務担当者向けに申請手続き等を中心に掲載

メールマガジン 事業主・加入者 毎月1回
健康情報（健康レシピ等）や医療保険情報（かかりつけ医
の推進等）などの健康づくりや医療費適正化への情報を発信

LINE 加入者 毎月1～2回
健診に関することや医師・管理栄養士等による健康づくりに関
するコラムを発信予定

ホームページ 事業主・加入者 通年 上記広報媒体の詳細等を網羅的に掲載

 令和3年度は上記広報媒体のほか、本部において全支部で活用できる広報資材の標準化を図る予定であり、全支部共
通のパンフレット等を作成する予定です
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Ⅲ．マイナンバーカードの保険証利用について
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令和3年3月分納入告知書
同封チラシに掲載した内容

 納入告知書同封チラシ等により、下記内容で広報を実施するも、本格運用は延期となりました。令和3年10月までプレ運用
を継続し、10月までに本格運用が開始される予定となっております（プレ運用期間中は、マイナンバーカードだけでなく、保険
証、高齢受給者証をあわせて提示することとされております）
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Ⅳ．ジェネリック医薬品の使用促進における協会けんぽの対応について
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 今般のジェネリック医薬品の安全性に関する重大事案を踏まえ、本部において令和3年3月23日、日本ジェネリック製薬協会に対して要望書を発
出し、現状認識や今後の対応方針等について回答を求めました

協会けんぽとしては、今後、日本ジェネリック協会から定期
的な報告を受けるとともに、加入者や医師・薬剤師等の皆
様に安心してジェネリック医薬品を使用していただけるよう、
国の会議等の場を通じて、日本ジェネリック製薬協会や厚
生労働省等の関係者に対して、医薬品の適正な製造管
理や品質管理の徹底、コンプライアンスの徹底等について、
万全の体制を整備して取り組んでいただけるよう、働きかけ
てきたところです。

今後も安全性の確保を大前提に、これまでの取り組みを
継続し、ジェネリック医薬品の使用促進に努めてまいります。



Ⅳ．ジェネリック医薬品の使用促進における協会けんぽの対応について（続き）
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 協会けんぽからの要望書に対する日本ジェネリック製薬協会からの回答は以下のとおりです
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 日本ジェネリック製薬協会からの回答（続き）
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 日本ジェネリック製薬協会からの回答（続き）


